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■　株主資本等変動計算書

■　個別注記表

上記事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には
記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわ
らず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたもの
を記載した書面を一律でお送りいたします。

第25回定時株主総会資料

（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく

書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

株式会社フォーサイド
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会計監査人の状況

会計監査人の状況

①会計監査人の名称

監査法人八雲

②会計監査人の報酬等の額

　(1)当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額・・・19,000千円

　(2)当社および当社の子会社が会計監査人に

支払うべき金銭その他の財産上の利益の額・・・19,000千円

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記載してお

ります。

　　　２. 監査等委員会は、会計監査人の会計監査の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況

および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った

うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解

任する方針です。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由

を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障が

ある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査

人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

④責任限定契約の内容の概要

　当社は定款において、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との

間に、同法第423条第１項に規定する会計監査人の損害賠償責任を法令が規定

する額まで限定する契約を締結することができる旨を定め、これに基づき責任

限定契約を結んでおります。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、38,000千円または会社法第425

条第１項に定める額のいずれか高い額としております。
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針、会社の支配に関する基本方針

業務の適正を確保するための体制

①取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

　当社グループは、企業価値の向上と、社会の一員として信頼される企業となる

ため、法令・定款及び社会倫理の遵守を、下記の取り組みをもって徹底する。

(1) 企業倫理について、「フォーサイドグループ倫理憲章」を定め、取締役及

び使用人はこれに従って、職務の執行にあたるものとする。

(2) 代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプ

ライアンス上の重要な審議とともに、コンプライアンス体制の維持・向上の

統括を図り、整備を推進するものとする。

(3) 違反行為等、コンプライアンスに関する事実について早期発見と是正を目

的とする社内報告体制として、コンプライアンス委員長及び社外監査等委員

を情報受領者とする「コンプライアンス・ヘルプライン」を構築し、効果的

な運用を図る。

(4) 代表取締役直轄とする内部監査室を置き、各部門の業務執行及びコンプラ

イアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役及

び常勤監査等委員に報告する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書取扱規程」等の社内規

程に基づき定められた期間及び保管媒体に応じて適切かつ確実な保存及び管

理を行う。

(2) 取締役は、業務執行に関する重要な文書の回覧を受けるとともに、適時閲

覧できることとする。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社グループは、「リスク管理規程」によりグループ全体の経営活動上の

リスク管理に関する基本方針及び体制を定め、市場関連リスク・信用リス

ク・品質リスク・コンプライアンスリスク等を認識・識別・分析・評価を行

い適切なリスク管理体制を整備する。

(2) 代表取締役を委員長とする「リスク管理委員会」及びその事務局を設置

し、業務執行に係るリスク情報の集約及び共有化、発生しているリスクの

他、将来発生する可能性がある重要なリスク等についても協議を行う。

(3) リスク管理委員会は当社グループの業務執行に係る重大なリスクを常に評

価・検証し、重要なものについては取締役会に報告する。
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針、会社の支配に関する基本方針

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会を月１回定時に開催することを原則とし、取締役間の意思疎通を

図るために必要に応じて随時開催し、経営上の重要な項目についての業務執

行の状況を監督する。

(2) 迅速な意思決定と効率的な経営を図るため、部門を横断する重要な業務執

行については、代表取締役を議長に業務執行役員及び常勤監査等委員で構成

する経営会議を原則毎週１回開催し、業務執行上の重要課題について報告・

検討を行う。

(3) 取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限・業務分掌規

程」において明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。

⑤当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

(1) 当社は、「関係会社等管理規程」によりグループ全体の安定的な収益確保

及び企業集団としての経営効率の向上を目的とした関係会社等に対する管理

の基準を定め、当社及び子会社の事業毎に、責任を負う取締役を任命し、コ

ンプライアンス体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えている。

コンプライアンス委員会はこれらを横断的に推進し、管理することとする。

(2) 当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社

会規範に照らし、適切なものとする。

(3) 子会社の取締役等は、子会社の事業及び業務の状況を定期的に当社の取締

役及び監査等委員に報告する。

(4) 当社及び子会社での経営管理・経営指導内容が法令に違反し、その他、コ

ンプライアンス上問題があると認めた場合には、内部監査室またはコンプラ

イアンス委員会に報告するものとする。

(5) 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務監査、内

部統制システムの有効性についても評価を行う。

⑥監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人からの独立

性に関する事項

(1) 内部監査室は監査等委員会との協議により、監査等委員の要望した事項の

内部監査を実施し、その結果を監査等委員に報告することとする。

(2) 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査等委員会補助

者を置くものとする。なお、監査等委員会補助者の任命、解任、人事異動、

評価は、監査等委員会の同意を要するものとし、監査等委員会補助者の取締

役からの独立性を確保するものとする。
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針、会社の支配に関する基本方針

(3) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その業務執行に際して、取締

役、執行役員及び従業員から不当な制約を受けない。

⑦取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員

会への報告に関する体制

(1) 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき監査等委員と調整して内部監査

計画を立て、内部監査の結果は監査等委員会に都度報告するものとする。

(2) 監査等委員会は、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査等委員会の定

める監査方針及び分担に従って監査するとともに、会計監査人及び内部監査

室と情報交換を密にし、連携して監査が実効的に行われることを確保する。

(3) 当社及び子会社の取締役は、監査等委員会が取締役会その他重要な会議等

に出席し、意見を述べることができる体制を確保し、以下に定める事項をグ

ループ各社の監査役に報告することとする。

・会社の意思決定に関する重要事項

・当社または当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項

・内部監査室の内部監査計画及び監査結果

・取締役及び使用人の職務執行に関する不正行為または法令・定款に違反す

る重大な事項

・コンプライアンス及びリスク管理に関する重要事項

・「関係会社等管理規程」に定めた決議・報告事項のうち重要な事項

・上記のほか、監査等委員会の業務遂行上報告を受ける必要があると判断し

た事項

⑧その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員会は、代表取締役、内部監査室、監査法人との間で定期的に意

見交換会を開催することとする。

(2) 取締役は、監査等委員会が策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査

を実施できる体制を確保する。

(3) 監査等委員会は、取締役から当社グループに著しい損害が発生するおそれ

がある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、取締役に対して助言

または勧告を行うなど、状況に応じ適切な処置を講じる。

⑨当社監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り

扱いを受けないことを確保するための体制

　　当社は、内部通報規程を策定し、内部通報制度等（当社監査等委員会等への
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業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針、会社の支配に関する基本方針

報告も含む）を通じて報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告を

したことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グル

ープの役職員に周知徹底する。

⑩監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他

の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の

請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務執

行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理

する。

⑪当事業年度の運用状況

　当社グループの業務の適正を確保するための当事業年度の取組内容は以下の

とおりであります。

　当事業年度においては、当社グループのコンプライアンス、情報管理及びリ

スク管理の徹底のため、業務におけるコンプライアンス、情報管理及びリスク

管理の必要性・重要性の浸透を図りました。また、業務の有効性と効率性の向

上のため、取締役会に上程する前段階での役員間での議論、事前協議を徹底し

ました。さらに、監査等委員の体制強化のために、代表取締役と監査等委員と

で意見を交換するほか、適宜監査等委員会や監査等委員相互の協議の場を設け

るほか、監査等委員への情報提供の充実を図りました。

剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、財

政状態及び経営成績を勘案しながら利益配当を行っていくことを基本方針として

おります。

　しかしながら、当期の配当につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益

を計上したものの、事業規模の拡大及び継続的な成長のための事業資金の確保を

優先しております。そのため、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

　株主の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、早期の復配を目指して努力し

てまいる所存です。

会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針は定めておりません。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2024年１月１日から
2024年12月31日まで ）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 10,000 464,518 1,102,335 △3,877 1,572,976

当連結会計年度変動額

新株の発行（新株予約
権 の 行 使 ）

527,144 527,144 1,054,289

親 会 社 株 主 に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

64,417 64,417

資本金から剰余金への
振 替

△527,144 527,144 －

自 己 株 式 の 取 得 △200,689 △200,689

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 （ 純 額 ）

当連結会計年度変動額合計 － 1,054,289 64,417 △200,689 918,017

当連結会計年度末残高 10,000 1,518,808 1,166,752 △204,567 2,490,993

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
為替換算調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 2,349 2,349 1,575,326

当連結会計年度変動額

新株の発行（新株予約
権 の 行 使 ）

1,054,289

親 会 社 株 主 に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

64,417

資本金から剰余金への
振 替

－

自 己 株 式 の 取 得 △200,689

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 （ 純 額 ）

6,645 6,645 6,645

当連結会計年度変動額合計 6,645 6,645 924,662

当連結会計年度末残高 8,995 8,995 2,499,989

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表

連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数　６社

主要な連結子会社名

　株式会社ポップティーン、株式会社ブレイク、株式会社AI Tech Solutions、株式会

社エム

　当連結会計年度において、株式会社AI Tech Solutionsを新規設立し、株式会社エムを

株式取得しており、いずれも連結の範囲に含めております。また、日本賃貸住宅保証機構

株式会社は、株式売却により、フォーサイドメディア株式会社は、株式会社ポップティー

ンに吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。

②主要な非連結子会社の名称

該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

該当事項はありません。

②持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

該当事項はありません。

③他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の計算において所有しているにもかかわ

らず関連会社としなかった当該他の会社等の名称

株式会社角川春樹事務所

（関連会社としなかった理由）

　当社は同社の議決権の23.7％を所有しておりますが、同社の筆頭株主である角川春樹氏と

の合意に基づき、実質的には議決権を保有しておらず、同社の財務及び営業又は事業方針の

決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであることから、関連会社と

しておりません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．棚卸資産

　棚卸資産は先入先出法による原価法によっております。なお、いずれも貸借対照表価
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額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

ロ．有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法によっております。

ハ．デリバティブ

　時価法によっております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～35年

工具器具備品 ３～15年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては社内利用可能期間（５年）、販売用ソフト

ウエアについては販売可能期間（３年）に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③重要な引当金の計上基準

　　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

④収益及び費用の計上基準

　当社グループにおける主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常

の時点は、以下のとおりであります。

イ．プライズ事業

　プライズ事業では、クレーンゲーム機等のプライズゲーム用景品を販売しておりま

す。景品に対する支配は納品時に顧客に移転し、その時点で履行義務は充足されると判

断しております。なお、景品の出荷から顧客に支配が移転するまでの期間が通常の期間

である場合には、景品の出荷時点において収益を認識しております。
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ロ．不動産関連事業

　不動産関連事業では、主に家賃保証業務を行っております。家賃保証にかかる保証料

収入は、初回保証委託料、更新保証委託料及び月額保証委託料に区分されております。

初回保証委託料及び更新保証委託料については、一定の期間にわたり履行義務を充足す

る取引であり、家賃保証サービスを顧客に提供した時の経過に応じた保証期間にわたっ

て収益を認識しております。月額保証委託料については、一時点において履行義務を充

足する取引であり、家賃保証サービスを顧客に提供した時点で、収益を認識しておりま

す。

ハ．AI関連事業

　AI関連事業では、主にAIを活用した事業効率化ツールの開発、AI開発支援向けGPUサ

ーバーの販売及び販売代理を行っております。AIを活用した事業効率化ツールの開発に

ついては、顧客との契約に基づく役務の提供が完了した時点で履行義務が充足されると

判断し、役務提供完了時点で収益を認識しております。AI開発支援向けGPUサーバーの

販売及び販売代理については、顧客へ引き渡し検収した時点で履行義務が充足されるた

め一時点で充足される履行義務と判断し収益を認識しております。なお、代理人に該当

すると判断した取引については、顧客から受領する対価から第三者に支払う金額を控除

した純額を収益として認識しております。

⑤その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建の金銭債権・債務等は決算日の為替相場による円換算額を付しております。

　なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定に含めております。

ロ．グループ通算制度の適用

　グループ通算制度を適用しております。

ハ．繰延資産の処理方法

　株式交付費及び新株予約権発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

２．表示方法の変更に関する注記

　（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「前渡金」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記いたしました。

　前連結会計年度まで「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記いたしました。
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受取手形 143,090千円

売掛金 836,302千円

契約資産 －千円

計 979,392千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 47,692千円

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

　普通株式 37,687,704株 6,000,000株 －株 43,687,704株

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

　普通株式 20,494株 974,230株 －株 994,724株

３．会計上の見積りに関する注記

　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連

結会計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目はありません。

４．連結貸借対照表に関する注記

(1）受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）発行済株式の総数の増加は、行使価額修正条項付新株予約権の権利行使によるものであ

ります。

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加974,230株は、2024年12月13日に開催された取締役

　　　会の決議に基づく自己株式の取得による増加971,800株及び単元未満株式の買取による

　　　ものであります。

(3) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

　該当事項はありません。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になる

もの

　該当事項はありません。

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。
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６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に関する取組方針

　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。一時的

な余資は、調達金利の負担を軽減することを目的とし、定期預金や信頼性の高い取引先

への貸付等にて運用しております。

　また、デリバティブ取引は、リスクヘッジにおいて利用しており、投機的な取引は行

わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資

有価証券は、出資先の財務状況悪化の他、株式相場の変動等の外的要因から派生する市

場リスクに晒されております。貸付金は、主に業務上の関係を有する国内企業に対して

の融資であり、取引先の財務内容悪化及び信用リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。

　長期借入金は主に営業活動に必要な運転資金であります。これらの債務は支払期日に

支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

③金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスクの管理

　営業債権については、営業債権の管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管

理を実施し回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　貸付金については、定期的に融資先の財務内容等を把握し、期日管理及び残高管理を

実施する事により、滞留防止を未然に防ぐと共に回収可能性の検討を行っております。

・市場リスクの管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務内容等を把握

し、株式相場の動向を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

・流動性リスクの管理

　当社は、本社経理部による資金管理を適時行っております。銀行預金残高の確認及び

キャッシュ・フロー予測を行い、業務上必要かつ十分な資金が確保されていることを確

認しております。また、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引

限度額を定めた社内管理規程に従って行っており、ヘッジ目的として外貨建金銭債権債

務等に係る為替変動リスクを軽減するために利用しておりますが、当連結会計年度末に

おいては、これによる契約等の残高はありません。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく要因のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込

んでいるため、ことなる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することも
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連結貸借対照表

計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

(１) 長期貸付金(*2) 248,694

　貸倒引当金(*1) △198

248,495 248,495 －

資産計 248,495 248,495 －

(２) 長期借入金(*3) 245,676 242,329 3,346

負債計 245,676 242,329 3,346

あります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2024年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりです。

　（*1）長期貸付金については対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しておりま

す。

　（*2）連結貸借対照表の短期貸付金（連結貸借対照表計上額240,374千円）は、上表(１)長期

貸付金に含めております。

　（*3）連結貸借対照表の１年内返済予定の長期借入金（連結貸借対照表計上額84,832千円）

は、上表(２)長期借入金に含めております。

　（*4）現金及び預金については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が

帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　（*5）受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、未払金については、短期間で決済されるた

め時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

　（*6）市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額176,469千円）については、時価開示の

対象とはしておりません。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 248,495 － 248,495

資産計 － 248,495 － 248,495

長期借入金 － 242,329 － 242,329

負債計 － 242,329 － 242,329

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価

格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　該当事項はありません。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

①長期貸付金

　長期貸付金の時価については、将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標

を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

②長期借入金

　長期借入金の時価については元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しておりま

す。
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報告セグメント

プライズ 不動産関連 コンテンツ イベント

顧客との契約から生じる収益 2,966,711 1,175,458 80,073 126,587

その他の収益（注） － 51,042 － －

外部顧客への売上高 2,966,711 1,226,500 80,073 126,587

報告セグメント

マスター
ライツ

AI関連 物流関連 計

顧客との契約から生じる収益 164,598 683,208 92,561 5,289,198

その他の収益（注） － － － 51,042

外部顧客への売上高 164,598 683,208 92,561 5,340,241

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 629,363

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 979,392

契約負債（期首残高） 521,739

契約負債（期末残高） 327,006

７．収益認識に関する注記

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）その他の収益は、不動産賃貸収入であります。

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要

な事項に関する注記等 (4) 会計方針に関する事項 ④ 収益及び費用の計上基準」に記載のとお

りであります。

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約負債は、顧客との契約について契約条件に基づき顧客から受け取った対価であり、主に

前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、

－ 15 －



2025/02/28 11:27:55 / 24165384_株式会社フォーサイド_招集通知

連結注記表

(1) １株当たり純資産額 58円56銭

(2) １株当たり当期純利益 1円63銭

521,739千円であります。

②残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期

間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありませ

ん。

８．１株当たり情報に関する注記
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被 取 得 企 業 の 名 称 株式会社antz

事 業 内 容

総合人材サービス事業（一般労働者派遣・作業業務請負）、

一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、ITソリューシ

ョン事業

規模（2024年３月期）
総資産1,047,179千円、純資産142,892千円、売上高1,743,802

千円、営業利益38,649千円、当期純利益△43,273千円

９．重要な後発事象に関する注記

　当社は、2025年２月13日開催の取締役会において、株式会社antzの発行済株式の100％を取得

して同社を子会社化することについて、基本合意書を締結することを決議し、同日付にて基本

合意書を締結いたしました。なお、2025年３月31日付にて同社株式の取得を予定しておりま

す。

（1）企業結合の概要

① 被取得企業の名称、事業の内容、規模

② 企業結合を行う主な理由

　株式会社antzは人材派遣事業・業務請負事業、運送事業並びにITソリューション事業

を営んでおります。当社は、2024年8月に運送事業を営む株式会社エムをM&Aにより子会

社化し、また、2024年２月にはAI関連事業を開始しております。

　我が国においては急速に少子高齢化が進んでおり、多くの産業において人材不足が深

刻となっておりますが、当社グループが営むAI関連事業や運送事業においてもIT開発者

やトラックドライバーの確保に課題を抱えております。

　今回の株式取得により、株式会社antzが保有する人材派遣事業・業務請負事業、運送

事業並びにITソリューション事業を活用することで、IT業界の人材の獲得を効率的に行

うことができ、当社グループ内の人材の確保のみならず、SES（System Engineering 

Service）を通じて他社のAI開発やDX開発に必要なIT人材を供給し、さらに特定の業種業

態にとらわれない幅広い人材ニーズに応えることで、競争力のある人材事業を展開でき

るものと考えています。これにより、当社グループとしては、社会情勢の変化や特定の

業界の人材不足等に起因する経営の不確実性を軽減し、安定した事業活動の運営が可能

となります。また、人材不足に悩む会社へ人材サービスを提供することで、新たな収益

基盤の構築が可能となることに加えて、株式会社antzが保有する運送事業と、当社グル

ープが営む運送事業とが協業することで、運送事業のさらなる拡大が可能になると判断

し、このたび同社の全株式を取得し子会社化することといたしました。

③ 企業結合日（予定）

2025年３月31日

④ 企業結合の法的形式

現時点では確定しておりません。
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⑤ 結合後企業の名称

変更ありません。

⑥ 取得する議決権比率

100％

⑦ 取得企業を決定するに至る主な根拠

現時点では確定しておりません。

⑧ 株式取得の相手先の名称

長尾　康裕（株式会社antz　代表取締役）

（2）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

現時点では確定しておりません。

（3）主要な取得関連費用の内訳及び金額

現時点では確定しておりません。

（4）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

（5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。
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株主資本等変動計算書

（ 2024年１月１日から
2024年12月31日まで ）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 10,000 202,635 815,479 1,018,114 △23,029 △23,029 △3,877 1,001,206

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権
の 行 使 ）

527,144 527,144 527,144 1,054,289

当 期 純 利 益 203,812 203,812 203,812

資 本 金 か ら
資 本 準 備 金
へ の 振 替

△527,144 527,144 527,144 －

自己株式の取得 △200,689 △200,689

当期変動額合計 － 1,054,289 － 1,054,289 203,812 203,812 △200,689 1,057,411

当 期 末 残 高 10,000 1,256,924 815,479 2,072,403 180,782 180,782 △204,567 2,058,618

純 資 産
合 計

当 期 首 残 高 1,001,206

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
（新株予約権
の 行 使 ）

1,054,289

当 期 純 利 益 203,812

資 本 金 か ら
資 本 準 備 金
へ の 振 替

－

自己株式の取得 △200,689

当期変動額合計 1,057,411

当 期 末 残 高 2,058,618

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

イ.子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法によっております。

ロ.その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）によっております。

・市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法によっております。

②デリバティブ

時価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物 ８～15年

　工具器具備品 ４～６年

②無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　持株会社である当社の収益は、主に連結子会社からの経営指導料であります。経営指導

料については、連結子会社との契約に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、

業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識し

ております。
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個別注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,399千円

短期金銭債権 324,812千円

長期金銭債権 169,890千円

短期金銭債務 4,099千円

営業取引による取引高

売上高 243,433千円

販売費及び一般管理費 4,304千円

営業取引以外の取引による取引高 2,938千円

株 式 の 種 類
当事業年度
期首の株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末の株式数

　普通株式 20,494株 974,230株 －株 994,724株

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

①外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建の金銭債権債務は決算日の為替相場による円換算額を付しております。

②グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

③繰延資産の処理方法

株式交付費及び新株予約権発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

２．会計上の見積りに関する注記

　当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計

算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目はありません。

３．貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

４．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加974,230株は、2024年12月13日に開催された取締役

　　　会の決議に基づく自己株式の取得による増加971,800株及び単元未満株式の買取による

　　　ものであります。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、繰越欠損金、貸倒引当金、子会社株式評価損であります

が、回収可能性を考慮して全額評価性引当額を計上しております。
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種類
会社等の

名称

議決権等の

所有(被所

有)割合(%)

関連当事者

との関係

取引

内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

子会社

株式会社

ポップティ

ーン

所有

直接100

資金の援助

経営指導

取締役の

兼任

資金の貸付 31,000 長期貸付金 31,000

子会社への

経営指導料

他

32,409
長期未収入

金
31,775

日本賃貸住

宅保証機構

株式会社

所有

直接100
経営指導

子会社への

経営指導料

他

78,160 売掛金 29,960

株式の売却 117,558 ― ―

株式会社

ブレイク

所有

直接100

経営指導

取締役の

兼任

子会社への

経営指導料

他

114,064 売掛金 37,665

株式会社AI 

Tech 

Solutions

所有

直接100

資金の援助

取締役の

兼任

資金の貸付 220,000 短期貸付金 220,000

利息の受取 1,369 未収利息 1,369

株式会社

エム

所有

直接100

資金の援助

取締役の

兼任

資金の貸付 165,500 短期貸付金 53,924

資金の回収 4,459 長期貸付金 107,115

利息の受取 460 ― ―

種類
会社等の名称

又は氏名

議決権等の

所有(被所

有)割合(%)

関連当事者

との関係

取引

内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

役員 大島　正人

(被所有)

直接 12.14

間接  7.60

当社代表

取締役社長
株式の取得 20,000 ― ―

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

レクセム

株式会社
― 資金の援助

資金の回収 26,305 短期貸付金 240,374

利息の受取 5,935 ― ―

７．関連当事者との取引に関する注記
(1) 子会社

(2) 役員及び個人主要株主等

（注）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

１. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２. 経営指導料については、業務の内容を勘案して決定しております。

３. 日本賃貸住宅保証機構株式会社については、当事業年度中に保有株式の全部を売却し、関連

当事者に該当しなくなりました。なお、議決権の所有（被所有）割合及び期末残高は関連当

事者に該当しなくなった時点の残高、取引金額については関連当事者であった期間の取引高

を記載しております。

４．日本賃貸住宅保証機構株式会社への株式の売却については、2024年5月8日に当社が保有する

日本賃貸住宅保証機構株式会社の株式の一部を同社の自己株式取得に応じて譲渡したもので

あり、価格等の取引条件については、独立の第三者による株価算定の結果を踏まえ、双方協
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(1) １株当たり純資産額 48円22銭

(2) １株当たり当期純利益 5円17銭

議のうえ決定しております。なお株式の売却により、関係会社株式売却益80,790千円を計上

しております。

５. 株式会社ポップティーンへの長期貸付金及び長期未収入金に対し、62,775千円の貸倒引当金

を計上しております。また、当事業年度において54,536千円の貸倒引当金繰入額を計上して

おります。

６．当社代表取締役社長大島正人からの株式の取得は、株式会社エムの全株式を当社が取得した

ものであり、価格等の取引条件については、独立の第三者による株価算定の結果を踏まえ、

双方協議のうえ決定しております。

８．収益認識に関する注記

　「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（４）収益及び費用の計上基準」に記載の

とおりであります。

９.１株当たり情報に関する注記

１０.重要な後発事象に関する注記
　当社は、2025年２月13日開催の取締役会において、株式会社antzの発行済株式の100％を取

得して同社を子会社化することについて、基本合意書を締結することを決議し、同日付にて

基本合意書を締結いたしました。なお、2025年３月31日付にて同社株式の取得を予定してお

ります。詳細につきましては、連結注記表の「９．重要な後発事象に関する注記」に記載の

とおりであります。
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